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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 7 月  2 8  日 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

各  都道府県 危機管理部局 御中 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策 

推進本部（医政局長・健康局長） 

防衛省統合幕僚監部総括官 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に係る自衛隊への災害派遣等による 

支援要請を行う場合の調整要領について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制については、「今後を見据えた新

型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」（令和２年６月１９日

事務連絡）をお示しし、再び感染が大きく拡大する局面も見据えた医療提供体制

の再構築をお願いしているところですが、ひとたび大規模な集団感染等が発生

した場合、都道府県、保健所設置市又は特別区は、関係者と連携し、濃厚接触者

の検査、入院調整等の様々な対策を迅速に行うことが求められます。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止について、地方自治体や医療機関による対応では困

難な場合には、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）の規定により、これまで

約３０都道府県において自衛隊の部隊等による災害派遣等が実施されてきたと

ころです。このような現状等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る緊急時

の対策における自衛隊への災害派遣等による支援要請を行う場合の調整要領に

ついて、下記の事項をお知らせします（概要は別添資料１参照）。 
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記 

 

１．災害派遣の法令上の枠組み等 

（１）自衛隊の災害派遣の根拠規定 

自衛隊法では、都道府県知事等は、天災地変その他の災害に際して、人命又

は財産の保護のため必要があると認める場合には、自衛隊の部隊等（陸上自衛

隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関）の派遣を防衛大臣又はその指

定する者に要請することができることとされています（同法第８３条第１項）。 

 

（２）自衛隊の災害派遣の基本的な考え方 

自衛隊の災害派遣は、災害に際して人命又は財産の保護のために必要がある

場合に、都道府県知事等の要請に基づき、事態やむを得ない場合には自衛隊の

部隊等を救援のため派遣することとなります。この「事態やむを得ない」とは

①緊急性（状況からみて差し迫った必要性があること）、②公共性（公共の秩

序を維持する観点において妥当性があること）、③非代替性（自衛隊の部隊等

が派遣される以外に適切な手段がないこと）の観点を総合的に勘案して判断さ

れるものであり、自衛隊の災害派遣は緊急的・一時的な支援となります。 

 

２．新型コロナウイルス感染症対策に係る災害派遣等の支援要請を行う場合の

調整要領について 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に係る災害派遣等の支援要請を行う場合

の調整要領 

  新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の対応については、都道府県知事

が人命又は財産の保護のために必要があると認める場合には災害派遣要請を

行うことが可能であり、これまでも約３０都道府県において災害派遣等が行

われております。その多くは自治体職員等に対する感染防護教育の支援であ

り、その他にもＰＣＲ検査のために必要な検体採取の支援、ＣＴ車の派遣等に

よる医療支援などの感染防止対策が実施されてきたところです（別添資料２

参照）。 

新型コロナウイルス感染症対策に係る災害派遣要請についても、他の自然災

害と同様に、自衛隊法をはじめとする法令上の手続きに従って要請を行ってい

ただくこととなります。 
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なお、感染防護に関する講演等の教育については、災害派遣の枠組みによら

ず、自治体から自衛隊の部隊等に講演等の教育を依頼することで実施できる場

合があります。 

 

（２）衛生主管部局と都道府県の危機管理部局の連携した対応と早めの相談 

感染症に関する事案については関係する都道府県、保健所設置市及び特別区

の衛生主管部局（以下「都道府県等衛生主管部局」という。）が中心となって

対応することとなりますが、都道府県等衛生主管部局におかれては、自衛隊の

部隊等と日常的な関係を構築している都道府県の危機管理部局と密接に連携

を図って下さいますようお願いします。また、自衛隊法の規定により、災害派

遣要請の主体は都道府県知事となっているため、保健所設置市又は特別区が災

害派遣要請を必要と判断した場合は、速やかに都道府県知事に対して当該災害

派遣要請を求める必要があります。 

さらに、感染症の拡大等への対応が困難となると見込まれる場合には、具体

的な要請内容が固まらない段階であっても、それぞれの自治体が所在する地域

を担当する自衛隊の部隊等において災害派遣要請に係る相談を受けることが

できます。相談の過程で災害派遣要請の内容の具体化を図ることも可能なため、

まずは、災害派遣要請に先立ち、都道府県等衛生主管部局と危機管理部局との

緊密な連携の下で早めに自衛隊に相談されるよう、よろしくお願いいたします。 

  また、感染防護に関する講演等の教育依頼についても、都道府県等衛生

主管部局におかれては、都道府県の危機管理部局を通じて自衛隊の部隊等

と相談されるよう、よろしくお願いいたします。 

 

（本事務連絡に関するお問い合わせ先） 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

地域支援班 安藤 

電話番号０３－５２５３－１１１１（内線８３１４） 

電子メール：corona-iryou@mhlw.go.jp 

 

防衛省統合幕僚監部参事官付 上野、三宮 

電話番号０３－３２６８－３１１１（内線３０９５０、３０９５１） 

電子メール：uenokaz@js.mod.go.jp sannomiyakei@js.mod.go.jp 
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（参考） 

◎自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号） 

（災害派遣） 

第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に

際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派

遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 

２ 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認

める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変

その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待つい

とまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣する

ことができる。 

３ （略） 

４ 第一項の要請の手続は、政令で定める。 

５ （略） 

  

◎自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号） 

（治安出動の要請手続） 

第百四条 （略） 

２ 前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫し

て文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によるこ

とができる。 

３ 前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出する

ものとする。 

４ （略） 

 

（災害派遣を要請することができる者） 

第百五条 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げ

るものとする。 

一 海上保安庁長官 

二 管区海上保安本部長 

三 空港事務所長 
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（災害派遣の要請手続） 

第百六条 法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げ

る者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにする

ものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。 

一 災害の情況及び派遣を要請する事由 

二 派遣を希望する期間 

三 派遣を希望する区域及び活動内容 

四 その他参考となるべき事項 



新型コロナウイルス感染症対策に係る自衛隊への災害派遣等による
支援要請を行う場合の調整要領について

（令和２年７月28日付厚労省・防衛省から都道府県等宛の事務連絡の概要）

１．災害派遣の法令上の枠組み・基本的な考え方

○ 都道府県知事は、天災地変その他の災害に際して、人命・財産の保護のため必要があると認める場合、自衛隊の部隊の
派遣を防衛大臣等に要請することができる。

○ 自衛隊の災害派遣は、人命又は財産の保護のために必要がある場合に、事態やむを得ない場合（※）に派遣される緊急
的・一時的な支援である。

（※）「事態やむを得ない場合」については下記の観点を総合的に勘案して判断
①緊急性：差し迫った必要性があること
②公共性：公共の秩序を維持する観点から妥当性があること
③非代替性：自衛隊の部隊等が派遣される以外に適切な手段がないこと

○ 大規模な集団感染等が発生した場合、都道府県は、関係者と連携し、濃厚接触者の検査、入院調整等の
様々な対策を迅速に行うことが必要。その際に、都道府県知事が自衛隊の部隊等に災害派遣要請等を行
う場合の調整要領をとりまとめたもの。

趣旨

２．新型コロナウイルス感染症対策に係る災害派遣等の支援要請を行う場合の調整要領

○ 新型コロナウイルス感染症対策に係る災害派遣要請についても、他の自然災害と同様、自衛隊法をはじめとする法令上の
手続きに従って要請を行っていただくこととなる。
・ これまでも約３０都道府県において災害派遣等を実施。（多くは自治体職員等に対する感染防護教育の支援。その他
ＰＣＲ検査の検体採取の支援、ＣＴ車の派遣等による医療支援などの感染防止対策が実施されてきた）

○ 災害派遣要請等を行う際は、関係する都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部局と、自衛隊の部隊等と日常的
な関係を構築している危機管理部局とで密接に連携を図っていただき、具体的な要請が固まらない段階であっても、早めに
自衛隊に相談されるようお願いする。

別添資料１












